
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   令和６年３月７日 
 

 三木市議会議長 松 原 久 美 子 様 

 
                民生産業常任委員長 泉  雄 太 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

報告第１ 号 
専決処分について（令和５年度三木市一般会

計補正予算（第７号）） 
原 案 承 認 

第３０号議案 
令和５年度三木市一般会計補正予算（第８

号）中、関係部分 
原 案 可 決 

第３１号議案 
令和５年度三木市国民健康保険特別会計補

正予算（第３号） 
原 案 可 決 

第３２号議案 
令和５年度三木市介護保険特別会計補正予

算（第３号） 
原 案 可 決 

第３３号議案 
令和５年度三木市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第３号） 
原 案 可 決 

第３４号議案 
令和５年度三木市下水道事業会計補正予算

（第２号） 
原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

本日、本委員会を開催し、議案を審査した結果、全員一致をもっていずれ

も原案のとおり承認または可決された。 

なお、審査の過程において委員から、多面的機能支払制度事業のうち長寿

命化事業交付金について、国の交付率が６割弱となったことから、地域協議



会交付金を減額補正されているが、地域が主体的に施設の長寿命化にかかる

活動を行うための貴重な交付金であるため、国に対し継続して予算の確保を

強く要望されたい。 

また、住宅耐震化促進事業について、簡易耐震診断推進事業委託料及び住

宅耐震化補助金を減額補正されているが、大地震はいつどこで起こるか予測

できないことから、市民の命を守るためにも、制度について広く周知し、住

宅の耐震化を推進されたい等の意見、要望があった。 


